
新潟市歴史的人権関係資料取扱検討委員会設置要綱 

 （設置） 

第１条 歴史的人権関係資料の取扱方針を検討するため，新潟市歴史的人権関係資料取扱

検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 （組織） 

第２条 委員会は，広聴相談課長，歴史文化課長，生涯学習課長，学校支援課長及び中央

公民館長，中央図書館長並びに歴史博物館長で組織する。 

 （会議） 

第３条 委員会の会議は，歴史文化課長が招集する。 

２ 委員会の会議は，歴史文化課長が総理する。 

３ 委員会の会議には，必要の都度，関係職員及び学識経験者の出席を求め，意見又は助

言を得るものとする。 

 （庶務） 

第４条 委員会の庶務は，歴史文化課において行う。 

 （その他） 

第５条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は委員会で協議し

て定める。 

   附 則 

 この要綱は，平成４年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１１年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１５年４月１日から施行する。 



   附 則 

 この要綱は，平成１６年３月２７日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１８年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成１９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２４年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 


